
第１５号議案 

 

 

町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び町田市職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和６年(２０２４年)２月２２日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例及び町田市職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

（町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正） 

第１条 町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例（昭和５７年

６月町田市条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

町田市非常勤職員の報酬等に関する条

例 

町田市非常勤職員の報酬、費用弁償及び

期末手当に関する条例 

（通則） （通則） 

第１条 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び法

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。以下同じ。）の報酬、

費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びに

その支給方法については、特別の定めがある

ものを除くほか、この条例の定めるところに

よる。 

第１条 非常勤職員（地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号。以下「法」という。）第

２２条の２第１項第２号に掲げる職員及び法

第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占める職員を除く。以下「職員」という。）

の報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにそ

の支給方法については、特別の定めがあるも

のを除くほか、この条例の定めるところによ

る。 

（報酬の額） （報酬の額） 

第２条 非常勤職員に対する報酬の額は、日額、

月額又は時間額で定めるものとし、別表第１

に定める非常勤職員の種別に対応する額を超

えない範囲内において、別表第２に定める勤

務態様に対応した支給単位により、あらかじ

め市長と協議して任命権者が定めるものとす

る。 

第２条 職員に対する報酬の額は、日額、月額

又は時間額で定めるものとし、別表第１に定

める職員の種別に対応する額を超えない範囲

内において、別表第２に定める勤務態様に対

応した支給単位により、あらかじめ市長と協

議して任命権者が定めるものとする。 

２ 略 ２ 略 

３ 前２項により報酬の額を定める場合には、

非常勤職員の職務の複雑性、困難性、特殊性

及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給

与との権衡を考慮してしなければならない。 

３ 前２項により報酬の額を定める場合には、

職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責

任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との

権衡を考慮してしなければならない。 

（報酬の支給） （報酬の支給） 

第３条 略 第３条 略 

２・３ 略 ２・３ 略 
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４ 非常勤職員が所定の勤務日数及び勤務時間

数の全部又は一部について勤務しないとき

は、町田市規則（以下「規則」という。）で

定める場合を除き、その勤務しない日数及び

時間数に係る報酬を支給しない。 

４ 職員が所定の勤務日数及び勤務時間数の全

部又は一部について勤務しないときは、町田

市規則（以下「規則」という。）で定める場

合を除き、その勤務しない日数及び時間数に

係る報酬を支給しない。 

（費用弁償） （費用弁償） 

第４条 非常勤職員が公務のため出張したとき

は、その費用を弁償する。 

第４条 職員が公務のため出張したときは、そ

の費用を弁償する。 

２・３ 略 ２・３ 略 

４ 非常勤職員で市外に住所を有するもののう

ち、任命権者があらかじめ市長の承認を得た

者については、費用弁償として所定の公務を

行うために必要とする鉄道賃又は車賃の実費

を支給する。 

４ 職員で市外に住所を有するもののうち、任

命権者があらかじめ市長の承認を得た者につ

いては、費用弁償として所定の公務を行うた

めに必要とする鉄道賃又は車賃の実費を支給

する。 

５ 略 ５ 略 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 期末手当は、６月１日及び１２月１日

（以下これらの日を「基準日」という。）に

それぞれ在職する法第２２条の２第１項第１

号に掲げる職員（以下「会計年度任用職員」

という。）（規則で定める会計年度任用職員

を除く。）に対し、それぞれ基準日から起算

して２０日を超えない範囲内において市長が

定める日に支給する。これらの基準日前１月

以内に退職し、任期が満了し、又は死亡した

会計年度任用職員（規則で定める会計年度任

用職員を除く。）についても、また同様とす

る。 

第５条 期末手当は、６月１日及び１２月１日

（以下この条においてこれらの日を「基準日」

という。）にそれぞれ在職する法第２２条の

２第１項第１号に掲げる職員（以下「会計年

度任用職員」という。）（規則で定める職員

を除く。）に対し、それぞれ基準日から起算

して２０日を超えない範囲内において市長が

定める日に支給する。これらの基準日前１月

以内に退職し、任期が満了し、又は死亡した

会計年度任用職員（規則で定める会計年度任

用職員を除く。）についても、また同様とす

る。 

２・３ 略 ２・３ 略 

（勤勉手当）  

第６条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職す

る会計年度任用職員（規則で定める会計年度

任用職員を除く。）に対し、その者の勤務成

績に応じて、それぞれ基準日から起算して２

０日を超えない範囲内において市長が定める

日に支給する。これらの基準日前１月以内に

退職し、任期が満了し、又は死亡した会計年

度任用職員（規則で定める会計年度任用職員

を除く。）についても、また同様とする。 
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２ 勤勉手当の額は、それぞれその基準日現在

（前項後段に規定する者にあっては、退職し、

任期が満了し、又は死亡した日現在。以下こ

の項において同じ。）において、会計年度任

用職員が受けるべき正規の勤務時間における

勤務に対する報酬の月額に、任命権者が市長

の定める基準に従って定める割合を乗じて得

た額とする。この場合において、会計年度任

用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、そ

れぞれその基準日現在において、会計年度任

用職員が受けるべき正規の勤務時間における

勤務に対する報酬の月額に、給与条例別表第

８の第１８条第１項に規定する職員のうち次

に掲げる職員以外の職員（給与条例第１８条

第３項の規定の適用を受ける職員を除く。）

に適用される職員の区分に応じた割合を乗じ

て得た額の総額を超えてはならない。 

 

３ 勤勉手当の不支給及び一部差止めは、給与条

例の適用を受ける職員の例による。 

 

（委任） （委任） 

第７条 略 第６条 略 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

額の種別 

非常勤職員の種別 

日

額 

月

額 

時間

額 

医療業務に従事する者 略 略 略 

一般業務に従事する者 略 略 略 
 

額の種別 

職員の種別 

日

額 

月

額 

時間

額 

医療業務に従事する者 略 略 略 

一般業務に従事する者 略 略 略 
  

（町田市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 町田市職員の育児休業等に関する条例（平成４年６月町田市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で

定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情と

する。 
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（１）～（５）略 （１）～（５）略 

（６）第２条の３第３号に掲げる場合に該当す

ること又は前条に規定する場合に該当する

こと。 

（６）第２条の３第３号に掲げる場合に該当す

ること又は第２条の４に規定する場合に該

当すること。 

（７）略 （７）略 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

（育児休業をしている職員の期末手当等の支

給） 

第７条 略 第７条 略 

２ 職員給与条例第１８条第１項に規定するそ

れぞれの基準日に育児休業をしている職員の

うち、当該基準日以前６月以内の期間におい

て勤務した期間がある職員には、当該基準日

に係る勤勉手当を支給する。 

２ 職員給与条例第１８条第１項に規定するそ

れぞれの基準日に育児休業をしている職員

（地方公務員法第２２条の２第１項第１号に

掲げる職員を除く。）のうち、当該基準日以

前６月以内の期間において勤務した期間があ

る職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支

給する。   

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

- 5 -

-  -0123456789


